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信金中金×昭和信用金庫×世田谷区 

「SCBふるさと応援団」による世田谷区への寄付について 

 

昭和信用金庫が推薦者となり、信金中央金庫が創設した、企業版ふるさと納税制

度等を活用した地域創生推進スキーム「SCB ふるさと応援団」によって、世田谷区

へ１，０００万円の寄付を行いますので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

１．「SCB ふるさと応援団」について 

 SCB ふるさと応援団は、信金中央金庫が創立７０周年事業として、２０２０年

７月に創設した地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）等の仕組みを活用した寄

付のスキームで、各信用金庫が本店所在地の自治体の事業を推薦して、自治体が申

請するものです。 

ＳＤＧｓを踏まえ、「SCB ふるさと応援団」を活用した寄付を行うことにより、

地域の課題解決および持続可能な社会の実現に資する地域創生事業を信用金庫とと

もに応援し、地域経済の発展に貢献することを目的としています。 

 

２．寄付により実施する事業 

世田谷区では今回の寄付を活用して、「世田谷区農福連携事業」を実施いたします。

これは、担い手が不足する区内農地を、営農と障害者就労のノウハウを持つ事業者

との連携により、障害者等が働く場として活用し、工賃の向上や障害者等の多様な

働く場を拡大していくことで、区の農地保全および障害者就労等の課題の解決をは

かります。 

以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

昭和信用金庫 営業支援部 担当：水上 武藤 

０３－３４２２－６６６７ 

jigyoshien@showa-shinkin.co.jp 

 

 

 

 

 

寄付金贈呈式 令和４年２月９日 

左 ：内藤理事長 

中央：保坂世田谷区長 

右  :真下東京営業部長（信金中金） 


